
 

（独）郵便貯金・簡易生命保険管理機構 

平成２７年度長期借入金に関する申請の概要 
 

 

１ 郵便貯金勘定における長期借入金 
 

借入を必要とする理由 
（独）郵便貯金・簡易生命保険管理機構（以下、機構）による預金者に

対する新規の貸付けに係る原資を調達するため 

借入の額 

１，３００億円   （参考）昨年度：１，７００億円 

（機構による預金者に対する平成２７年度新規貸付けの見込額の

合計と同額） 

※預金者の貸付けの申込みの動向により、変動があり得る。 

借入先 株式会社ゆうちょ銀行 

借入金の利率 機構による預金者に対する新規の貸付けと同条件 

借入金の償還方法 

及び期限 

機構による預金者に対する新規の貸付けと同条件 

 償還方法 個々の貸付けについての償還期限内に随時償還 

（分割償還可） 

償還期限 個々の預金者に対する貸付金の貸付期間とそれ

ぞれ同期間 （最長２年。１回に限り更新可） 

利息の支払方法 

及び期限 

機構による預金者に対する新規の貸付けと同条件 

 

支払方法 貸付けの日の翌日から弁済の日までの分を後払い 

支払期限 
借入金の償還の際 

（償還期限を更新する場合には、当該更新の際） 

 

 

 

【参考】 機構による預金者に対する貸付け（概要） 

独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法（平成 17年法律第 101号。以下「機

構法」という。）第 13条第１項第１号及び第 28条第１項第１号の規定等に基づく業務 

区  別 内    容 

貸付対象者 定額郵便貯金（民営化前に契約されたもの）の預金者 

貸付限度額 元利合計額の９０％以内で、１人３００万円まで 

貸 付 期 間 ２年（１回に限り貸付けの更新が可能） 

貸 付 利 率 担保とする貯金の利率＋０．２５％ 

 



 

２ 簡易生命保険勘定における長期借入金の概要 
 

借入を必要とする理由 機構による契約者に対する新規の貸付けに係る原資を調達するため 

借入の額 

１０，０００億円   （参考）昨年度：１２，０００億円 

（機構による契約者に対する平成２７年度新規貸付けの見込額の

合計と同額） 

※契約者の貸付けの申込みの動向により、変動があり得る。 

借入先 株式会社かんぽ生命保険 

借入金の利率 機構による契約者に対する新規の貸付けと同条件 

借入金の償還方法 

及び期限 

機構による契約者に対する新規の貸付けと同条件 

 償還方法 個々の貸付けについての償還期限内に随時償還 

（分割償還可） 

償還期限 個々の契約者に対する貸付金の貸付期間とそれ

ぞれ同期間 

（１年。貸付期間経過後１年を経過した場合、貸付

金の弁済に代えて保険金額又は年金額を減額） 

利息の支払方法 

及び期限 

機構による契約者に対する新規の貸付けと同条件 

 

支払期限 貸付けの日の翌日から弁済の日までの分を後払い 

支払方法 借入金の償還の際 

（償還期限を更新する場合には、当該更新の際） 

 

 

 

【参考】 機構による契約者に対する貸付け（概要） 

  機構法第 13条第１項第２号及び第 29条第１項第１号の規定等に基づく業務 

区  別 内    容 

貸付対象者 簡易生命保険（民営化前に契約されたもの）のうち、契約者貸付が

可能な保険種類の保険契約に係る契約者 

貸付限度額 被保険者のために積み立てられた金額の範囲内において機構の定

める額の範囲内 

貸 付 期 間 １年（貸付期間経過後１年を経過した場合、貸付金の弁済に代えて

保険金額又は年金額を減額） 

貸 付 利 率 機構の定める利率 

 

 

 













 

 

 

（独）郵便貯金・簡易生命保険管理機構 

平成２７年度長期借入金償還計画に関する申請の概要 

 

 

１ 郵便貯金勘定における長期借入金の償還計画 

（１）預金者に対する貸付けに係る長期借入金の償還計画 
 

長期借入金の総額 

及び当該事業年度 

における借入見込額 

長期借入金の総額 

（過年度分及び平成２７年度借入見込額） 
※ 預金者の貸付けの申込み及び返済の動向により、 

変動があり得る。 

１，６００億円 

 うち平成２７年度借入見込額 １，３００億円 

借入先 株式会社ゆうちょ銀行 

借入金の償還方法 

及び期限 

償還方法 それぞれ償還期限内の随時償還（分割償還可） 

償還期限 個々の預金者に対する貸付金の貸付期間とそれ

ぞれ同期間 （最長２年。１回に限り更新可） 

当該事業年度の 

償還見込み額 
 １，４００億円 

 

 

（２）地方公共団体に対する貸付けに係る長期借入金の償還計画 
 

長期借入金の総額 

及び当該事業年度 

における借入見込額 

長期借入金の総額 

（過年度分及び平成２７年度借入見込額） 
１４，６１３億円 

 うち平成２７年度借入見込額 ０億円 

借入先 株式会社ゆうちょ銀行 

借入金の償還方法 

及び期限 

償還方法 半年賦元利均等償還 

償還期限 個々の地方公共団体に対する貸付金の貸付期間

とそれぞれ同期間 

当該事業年度の 

償還見込み額 
 ２，５６４億円 

 



 
２ 簡易生命保険勘定における長期借入金の償還計画 

（１）契約者に対する貸付けに係る長期借入金の償還計画 
 

長期借入金の総額 

及び当該事業年度 

における借入見込額 

長期借入金の総額 

（過年度分及び平成２７年度借入見込額） 
※ 契約者の貸付けの申込み及び返済の動向により、 

変動があり得る。 

１６，０００億円 

          うち平成２７年度借入見込額 １０，０００億円 

借入先 株式会社かんぽ生命保険 

借入金の償還方法 

及び期限 

償還方法 それぞれ償還期限内の随時償還（分割償還可） 

償還期限 個々の契約者に対する貸付金の貸付期間とそれ

ぞれ同期間 

（１年。貸付期間経過後１年を経過した場合、貸付

金の弁済に代えて保険金額又は年金額を減額） 

当該事業年度の 

償還見込み額 
 １１，０００億円 

 

（２）地方公共団体、公庫公団等に対する貸付けに係る長期借入金の償還計画 
 

長期借入金の総額 

及び当該事業年度 

における借入見込額 

長期借入金の総額 

（過年度分及び平成２７年度借入見込額） 
８４，７９７億円 

          うち平成２７年度借入見込額 ０億円 

借入先 株式会社かんぽ生命保険 

借入金の償還方法 

及び期限 

償還方法 

地方公共団体に対する貸

付に係る長期借入金 
半年賦元利均等償還 

財投改革前に実施した公

庫公団等に対する貸付け

に係る長期借入金 

半年賦元金均等償還 

償還期限 
地方公共団体に対する貸

付に係る長期借入金 

個々の地方公共団体に対す

る貸付金の貸付期間とそれ

ぞれ同期間 

財投改革前に実施した公

庫公団等に対する貸付け

に係る長期借入金 

個々の公庫公団等に対する

貸付金の貸付期間とそれぞ

れ同期間 

当該事業年度の 

償還見込み額 

地方公共団体に対する貸付に係る長

期借入金 
９，２０８億円 

財投改革前に実施した公庫公団等に

対する貸付けに係る長期借入金 
１８億円 

 













































































































 長期借入金・償還計画のポイント 

（３） 借入れの金額・条件（利率、償還期限等）は、機構が実施する貸付けと同額・同条件となっており、機構が当 
  該借入れに係るリスクを負うことはない。 

運用資産 特別預金債務 特別預金債権 貯金債務 

払戻 

預入 

機構 ゆうちょ銀行 

【ゆうちょ銀行と機構との関係（イメージ）】 

(機構への貸付金) 

ゆうちょ銀行 
からの借入金 

地公体貸付・ 
預金者貸付  

借入金契約（貸付けと同額・同条件） 

預金 
契約 

※かんぽ生命保険との関係も、基本的には同様 

（１） 機構が有する預金者等に係る債務に相当する資産は、すべてゆうちょ銀行又はかんぽ生命保険に預金又 
  は再保険されることとなっている。 

（２） その結果、機構が旧日本郵政公社からの承継等により実施することとされている預金者、保険契約者及び 
  地方公共団体等への貸付けを維持するために、バランスシートの調整が必要となることから、ゆうちょ銀行及 
  びかんぽ生命保険から長期借入れするもの。 



【かんぽ生命と機構との関係（イメージ）】 

運用資産 
保険契約者 

準備金 
 

再保険債権 
（簿外） 

保険債務 
（簿外） 

再保険金 

再保険料 

(機構への貸付金) 

かんぽ生命 
からの借入金 

地公体貸付・ 
契約者貸付  

借入金契約（貸付けと同額・同条件） 

再保険 
契約 

かんぽ生命 機構 

【参考】 



【参照条文】 
○独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法（平成十七年十月二十一日法律第百

一号） 
（長期借入金）  
第二十六条 機構は、郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務に必要な費用に充て

るため、総務大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。  
２  総務大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、総務省

の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。 
（償還計画） 
第二十七条 機構は、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、総務大臣の認可を

受けなければならない。  
２  総務大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、総務省

の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。 
 
〇独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に関する省令（総務省令第９８号） 
（長期借入金の認可の申請） 
第三十二条  機構は、法第二十六条第一項の規定により長期借入金の借入れの認可を

受けようとするときは、前条各号に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出し

なければならない。  
（償還計画の認可の申請） 
第三十三条  機構は、法第二十七条第一項の規定により償還計画の認可を受けようと

するときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後、遅滞

なく、次に掲げる事項を記載した償還計画を総務大臣に提出しなければならない。た

だし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければなら

ない。  
一  長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先  
二  長期借入金の償還の方法及び期限  
三  その他償還計画の認可に関して必要な事項 

 



【預金者貸付関係】 
〇独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法（平成十七年十月二十一日法律第百

一号） 
（郵便貯金資産の運用） 
第二十八条 機構は、次の方法による場合を除くほか、郵便貯金資産を運用してはなら

ない。  
一  整備法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便

貯金法第六十四条の規定による預金者に対する貸付け  
（簡易生命保険資産の運用） 
第二十九条 機構は、次の方法による場合を除くほか、簡易生命保険資産を運用しては

ならない。  
一  保険契約者に対する貸付け 
 
〇郵便貯金法 
（預金者に対する貸付け） 
第六十四条 公社は、預金者の生活上の必要を満たすため、積立郵便貯金、定額郵便貯金

又は定期郵便貯金の預金者に対し、当該郵便貯金（定期郵便貯金にあつては、継続預入

の取扱いにより当該定期郵便貯金の払戻金をもつて預入に充てられたものを含む。）を担

保として貸付けをするものとする。 
（貸付金の金額の制限） 
第六十五条 前条の規定による貸付金の金額は、貸付けを受けようとする預金者が担保と

する積立郵便貯金、定額郵便貯金又は定期郵便貯金の当該貸付けの申込みの日における

現在高に十分の九を乗じて得た額に相当する金額を超えてはならず、その総額は、一の

預金者ごとに政令で定める額を超えてはならない。 
二 前条の規定による貸付金の総額が前項に規定する制限額を超えたときは、公社は、そ

の旨を当該貸付けを受けた預金者に通知する。 
三 前項の規定による通知があつたときは、預金者は、当該貸付金の総額が第一項に規定

する制限額以内の金額となるように当該貸付金の一部を返還しなければならない。 
四 第二項の規定により通知を発した日から一箇月以内に当該預金者が前項の規定による

返還をしないときは、公社は、貸付金のうちその貸付けにより貸付金の総額が第一項に

規定する制限額を超えることとなつたもの及びその利子に係る債務の弁済の期限を繰り

上げ、当該貸付金の担保とされた郵便貯金を当該債務の弁済に充当するものとする。こ

の場合において、当該郵便貯金に関する契約は、消滅する。 
（貸付期間及び利率） 
第六十六条 第六十四条の規定による貸付金の貸付期間は政令で定め、その貸付金の利率

は公社の定める貸付金の利率の決定方針に基づき公社が定める。 



（貸付けの更新） 
第六十六条の二 第六十四条の規定による貸付金の貸付期間が満了する場合において、公

社の定めるところにより、預金者から当該貸付けの更新の請求及び当該貸付金の利子に

係る債務の弁済（次項において「更新請求等」という。）があつたときは、当該貸付金の

貸付期間が満了する日に、当該貸付金及びその利子に係る債務の弁済があり、かつ、当

該貸付金と同額の新たな同条の規定による貸付けをしたものとみなす。 
二 前項の規定により預金者が行う更新請求等は、第六十四条の規定による貸付金及びそ

の利子に係る債務の弁済（同項の規定により当該貸付金及びその利子に係る債務の弁済

とみなされるものを除く。）が行われるまでの間について、政令で定める回数を限度とし

てすることができるものとする。 
（準用規定） 
第六十七条 第六十四条の規定による貸付けについては、第三十七条第二項の規定を準用

する。この場合において、同項中「払戻金の払渡し」とあるのは「貸付金の交付」と、「当

該払渡し」とあるのは「当該交付」と読み替えるものとする。 
（法定弁済） 
第六十八条 第六十四条の規定による貸付金の貸付期間内に当該貸付けの担保とされた郵

便貯金の払戻し（継続預入の取扱いに係る払戻しを除く。）の請求があつたときは、当該

払戻金の金額は当該郵便貯金のその時における現在高からその時における当該貸付金及

びその利子の合計額に相当する金額を控除した金額とし、当該貸付金及びその利子に係

る債務の弁済の期限はその時となるものとし、その控除された金額はその債務の弁済に

充当される。 
二 第六十四条の規定による貸付金の貸付期間が経過した場合において、その時までに貸

付金及びその利子に係る債務の弁済がないときは、当該貸付けの担保とされた郵便貯金

は、当該貸付金及びその利子に係る債務の弁済に充当される。この場合において、当該

郵便貯金に関する契約は、消滅する。 
 
〇郵便貯金法施行令 
（貸付金の総額の制限額） 
第二条 郵便貯金法第六十五条第一項の政令で定める額は、三百万円とする。 
（貸付期間） 
第三条 郵便貯金法第六十六条の貸付期間は、貸付けの日から二年とする。ただし、貸付

けの日から二年以内に貸付けの担保とされた郵便貯金が同法第五十一条の二第一項、第

五十七条第一項又は第五十八条第一項の規定により通常貯金となる場合は、貸付けの日

から貸付けの担保とされた郵便貯金が通常貯金となる日の前日までとする。 
（貸付けの更新の回数） 
第四条 郵便貯金法第六十六条の二第二項の政令で定める回数は、一回とする。 



【地方公共団体貸付けに係る条文】 
 
○郵便貯金法（昭和二十二年十一月三十日法律第百四十四号） 
（地方公共団体に対する貸付け等） 

第六十九条 公社は、総務省令で定めるところにより、地方公共団体に対し貸付けをし、又は地方債の

取得（応募又は買入れの方法による取得を除く。）をするものとする。 

 
 
○郵便貯金法施行規則（平成十五年一月十四日総務省令第八号） 
 
第二章 地方公共団体に対する貸付け 

 
（地方公共団体に対する貸付け） 
第三条 法第六十九条の規定に基づき、公社が地方公共団体に対し貸付けをする場合は、この章の定め

るところによる。 
 
（地方貸付の方法） 
第四条 （略） 
 
（地方貸付の種類） 
第五条 地方貸付は、次の三種とする。 
一 長期貸付 地方債の発行について同意又は許可を得た事業に対して行う地方貸付で、貸付期間が

地方貸付が行われる日の属する公社の事業年度の翌事業年度以降にわたるもの 
二 起債前貸 長期貸付が行われるまでのつなぎとして行う地方貸付 
三 短期貸付 地方公共団体の一時的な歳計不足を補うために行う地方貸付で、地方貸付が行われる

日の属する事業年度内に償還されるもの 
 
（貸付利率） 
第六条 公社は、第八条に規定する貸付金利方式並びに償還期間及び据置期間を反映し、国債の利回り

を基準として総務大臣が定めて通知する利率により、地方貸付をするものとする。 
 
（長期貸付） 
第七条 公社は、総務大臣が毎事業年度定めて通知する額（以下この条において「長期貸付予定総額」

という。）の長期貸付をするものとする。 
２～９ （略） 
 
（長期貸付の貸付金利方式） 
第八条 公社は、固定金利方式（地方貸付の約定期間中、貸付利率が一定である地方貸付に係る金利方

式）又は利率見直し方式（地方貸付の約定期間中、五年ごと又は十年ごとに貸付利率を見直すことが

予定されている地方貸付に係る金利方式）により、長期貸付をするものとする。 
 
（長期貸付の実行） 
第九条 （略） 
 
（長期貸付の貸付期限） 
第十条 （略） 
 
（貸付期限の延伸） 
第十一条 （略） 
 
（起債前貸） 



第十二条 （略） 
 
（元金の償還及び利息の支払方法） 
第十三条 長期貸付に係る元金の償還及び利息の支払は、総務大臣が別に定める場合を除き、半年賦元

利均等償還の方法によるものとする。 
２ 起債前貸に係る元金の償還は、一括償還の方法によるものとし、利息の支払は、半年賦支払の方法

によるものとする。 
３ 短期貸付に係る元金の償還及び利息の支払は、一括償還の方法によるものとする。 
 
（繰上償還） 
第十四条 （略） 
 
（違約金又は延滞利息） 
第十五条 （略） 
 
（調査及び報告） 
第十六条 （略） 
 
（取扱郵便局） 
第十七条 （略） 
 
（条件変更） 
第十八条 （略） 
 
 
 
 

○簡易生命保険法（昭和二十四年五月十六日法律第六十八号） 
 

第八十八条 公社は、総務省令で定めるところにより、地方公共団体に対し貸付けをし、又は地方債の

取得（応募又は買入れの方法による取得を除く。）をするものとする。 

 

○簡易生命保険法施行規則（平成十五年一月十四日総務省令第十五号） 
 

第三章 地方公共団体に対する貸付け 

 

（地方公共団体に対する貸付け） 

第三条 法第八十八条の規定に基づき、公社が地方公共団体に対し貸付けをする場合は、この章の定め

るところによる。 

 

（地方貸付の方法） 

第四条 （略） 

 

（地方貸付の種類） 

第五条 地方貸付は、次の三種とする。 

一 長期貸付 地方債の発行について同意又は許可を得た事業に対して行う地方貸付で、貸付期間が

地方貸付が行われる日の属する公社の事業年度の翌事業年度以降にわたるもの 

二 起債前貸 長期貸付が行われるまでのつなぎとして行う地方貸付 

三 短期貸付 地方公共団体の一時的な歳計不足を補うために行う地方貸付で、地方貸付が行われる

日の属する事業年度内に償還されるもの 

 



（貸付利率） 

第六条 公社は、第八条に規定する貸付金利方式並びに償還期間及び据置期間を反映し、国債の利回り

を基準として総務大臣が定めて通知する利率により、地方貸付をするものとする。 

 

（長期貸付） 

第七条 公社は、総務大臣が毎事業年度定めて通知する額（以下この条において「長期貸付予定総額」

という。）の長期貸付をするものとする。 

２～９ （略） 

 

（長期貸付の貸付金利方式） 

第八条 公社は、固定金利方式（地方貸付の約定期間中、貸付利率が一定である地方貸付に係る金利方

式）又は利率見直し方式（地方貸付の約定期間中、五年ごと又は十年ごとに貸付利率を見直すことが

予定されている地方貸付に係る金利方式）により、長期貸付をするものとする。 

 

（長期貸付の実行） 

第九条 （略） 

 

（長期貸付の貸付期限） 

第十条 （略） 

 

（貸付期限の延伸） 

第十一条 （略） 

 

（起債前貸） 

第十二条 （略） 

 

（元金の償還及び利息の支払方法） 

第十三条 長期貸付に係る元金の償還及び利息の支払は、総務大臣が別に定める場合を除き、半年賦元

利均等償還の方法によるものとする。 

２ 起債前貸に係る元金の償還は、一括償還の方法によるものとし、利息の支払は、半年賦支払の方法

によるものとする。 

３ 短期貸付に係る元金の償還及び利息の支払は、一括償還の方法によるものとする。 

 

（繰上償還） 

第十四条 （略） 

 

（違約金又は延滞利息） 

第十五条 （略） 

 

（調査及び報告） 

第十六条 （略） 

 

（取扱郵便局） 

第十七条 （略） 

 

（条件変更） 

第十八条 （略） 

 

 

○簡易生命保険法（昭和二十四年五月十六日法律第六十八号） 
 



第八十八条 公社は、総務省令で定めるところにより、地方公共団体に対し貸付けをし、又は地方債の

取得（応募又は買入れの方法による取得を除く。）をするものとする。 

 



（参照条文） 

○ 独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）（抄） 

 

（役員の報酬等） 

第五十二条 特定独立行政法人の役員に対する報酬及び退職手当（以下「報酬等」という。）

は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。 

２ 特定独立行政法人は、その役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを主務大臣

に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 

３ 前項の報酬等の支給の基準は、国家公務員の給与、民間企業の役員の報酬等、当該特

定独立行政法人の業務の実績及び中期計画の第三十条第二項第三号の人件費の見積りそ

の他の事情を考慮して定められなければならない。 

 

（評価委員会の意見の申出） 

第五十三条 主務大臣は、前条第二項の規定による届出があったときは、その届出に係る

報酬等の支給の基準を評価委員会に通知するものとする。 

２ 評価委員会は、前項の規定による通知を受けた時は、その通知に係る報酬等の支給の

基準が社会一般の情勢に適合したものであるかどうかについて、主務大臣に対し、意見

を申し出ることができる。 

 

（準用） 

第六十二条 第五十二条及び第五十三条の規定は、特定独立行政法人以外の独立行政法人

の役員の報酬等について準用する。この場合において、第五十二条第三項中「実績及び

中期計画の第三十条第二項第三号の人件費の見積り」とあるのは、「実績」と読み替える

ものとする。 

 

（職員の給与等） 

第六十三条 （略） 

２ 特定独立行政法人以外の独立行政法人は、その職員の給与及び退職手当の支給の基準

を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更した

ときも、同様とする。 

３ （略） 

 

 



（参照条文） 

○ 総務省独立行政法人評価委員会議事規則（平成十三年二月二十七日総務省独立行政法

人評価委員会委員長） 

 

（分科会の議決） 

第九条 独立行政法人に関する業務方法書の認可、中期目標の変更、中期計画の変更に係

る認可、各事業年度に係る業務の実績に関する評価、財務諸表の承認、利益及び損失の処

理の承認、借入金等の認可、不要財産に係る国庫納付等の認可、不要財産に係る民間等出

資の払戻しの請求をすることができる旨の催告の認可、財産の処分等の認可、積立金の処

分の承認並びに役員に対する報酬等の支出基準の決定に関する事項については、分科会の

議決をもって、委員会の議決とすることができる。 
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